
平成２７年度 国立大学法人群馬大学 年度計画 

 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

（ⅰ）学士課程 

①－１ 国が示すガイドラインに基づき、アドミッション・ポリシー等を再検討するとともに、 

ホームページ、募集要項及び大学説明会等により広報活動を行う。 

２ 本学の教育改革、国の施策等を踏まえ、入学者選抜の結果を調査分析した上で、入学者 

選抜方法の改善を図る。また、資質の高い学生を多面的・総合的かつ公正に評価する入学 

者選抜に改善するに当たり推薦入試の出願要件を見直し、高校在学中の活動歴を提出させ 

る。 

３ 社会人、留学生、帰国生に広く門戸を開放し、特別入試を実施する。 

４ 高大接続を円滑に行うために、特に推薦入学者に対し、入学前予備教育を行う。 

 

②－１ 教養教育においては、大学教育・学生支援機構教育基盤センターの教育企画室におい 

て、授業評価の結果等を踏まえ、教育内容の充実を図る。 

２ 国際社会において活躍するトップリーダーを育成するため、優れた資質と学ぶ意欲を併 

せ持つ学生を対象に特別な教育プログラムを提供する。 

３ 各学部・学科のカリキュラムマップに基づいた教育を展開する。 

４ 教養教育科目として開講している「群馬大学・学」を「ぐんま未来学」に改め、グロー 

バル社会が今後抱える課題について、学生の立場から解決策を模索するとともに、アクテ 

ィブラーニング形式の演習も取り入れた授業を行うなど、教養教育を充実させる。 

③－１ 教育学部では、教員としての実践的教育力を育成するため、往還型カリキュラムによる 

教育を展開する。 

２ 社会情報学部及び理工学部では、分野ごとの学習教育目標に基づいたカリキュラムによ 

る教育を展開する。 

３ 医学部では、チーム医療実習や選択臨床実習など、チームワーク教育を通して地域医療 

に対する理解を深めるとともに、実践的能力と問題解決能力を涵養する。 

④ 少人数学習、グループ討論形式による授業を実施し、問題解決のための調査、分析、結果の 

まとめ、報告書の作成、プレゼンテーション等の技能を修得させる。 

⑤－１ 教養教育では、卒業後の進路や職業に関する教育科目によりキャリア教育を展開する。 

２ 教育学部では、職への動機づけを高めるために、初年度から始まる教育現場実習の事前 

事後指導を通した系統的なキャリア教育を行う。 

３ 医学部医学科では、医師の卒前教育としての目標を明確にして、卒後教育（初期・後期 
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臨床研修）と一貫性をもった教育を行う。      

４ 医学部保健学科では、全人的医療、チームワーク医療などの教育科目の充実を図る。ま 

た、GP 等の取組の継続と充実を図り、コミュニケーション能力等の一層の向上を図る。 

５ 社会情報学部及び理工学部では、卒業後の進路や職業に関するキャリア教育科目を提供 

し、学習意欲を高め、職業観・勤労観を身につけさせる。 

⑥－１ ディプロマ・ポリシーに沿いつつ適正な卒業判定を行う。 

２ シラバスに明示した評価基準により、適正な評価を実施する。 

３ GPA を活用し、成績優秀者の表彰を行う。 

（ⅱ）大学院課程 

①－１ アドミッション・ポリシーを適宜見直すとともに、ホームページ、募集要項及び大学院 

説明会等により広報活動を行う。 

２ 社会人、留学生特別入試制度について広く周知し、勉学意欲の高い学生を積極的に受け 

入れる。 

３ 専門分野の知識偏重に陥らず、学生の能力・意欲・適性を多面的・総合的に評価する入 

学者選抜の改善を検討する。 

②－１ 異なる専門分野の複数の教員による、論文作成等の研究指導を行う。   

２ 教育学研究科修士課程では、専門性と実践的指導力を高めるための「授業実践に関する 

科目」の一層の充実を図る。また、専門職学位課程では、課題発見実習、課題解決実習の 

指導体制及び指導内容の改善を行い、実習の一層の充実を図る。 

３ 社会情報学研究科では、複数教員によるチームティーチング体制による高度な研究能力 

を養成する教育を行う。 

４ 医学系研究科医科学専攻では、大学院教育研究支援センターを中心として、附属病院及 

び生体調節研究所等との連携のもとに大学院生の志向・能力に応じた教育を行う。 

５ 医学系研究科生命医科学専攻では、教育目標に合致したカリキュラムによる教育を展開 

するとともに、特に国際化に対応するため、学習要項の英語化をさらに進め、講義や演習 

の一部を英語で開講する。 

６ 保健学研究科保健学専攻の博士前期課程では、全領域横断的に配置したユニット構造を 

基本に全人的教育を行う。博士後期課程では、専門性を高めた研究を主体として領域に重 

点を置いた教育を行う。 

    また、「看護学」の学位を踏まえた教育課程の充実を図る。 

７ 理工学府では、医学系研究科と連携した教育・研究活動をさらに活性化し、その成果を 

教育内容・教育活動へ反映させる。また、共同研究を通じて、様々な教育・研究機会を提 

供する。 

８ 学生等が博士論文を作成する際の、剽窃や盗用を防止するために、対策ソフトによる論 

文チェックを行う。 

③－１ 修士課程では、必要な知識・技能を効率よく修得させるため、より体系的なカリキュラ 
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ムを提供する。 

２ 医学系研究科医科学専攻では、医学基礎技術実習、研究成果考察セミナー、生命倫理公 

開セミナー、研究発表討論セミナーを大学院生全員に共通カリキュラムとして課し、大学 

院課程で共通に必要とされる知識・技能を修得させる。 

④－１ 国内外で開催されるセミナー、研究会、学会等に積極的に参加させ、研究者と院生との 

交流の機会を確保する。 

２ 博士（後期）課程の学生による専門学術誌や国内外の専門学会での発表等を専門分野等 

ごとに、適切な評価基準により評価する。 

⑤ 夜間開講プログラムなどの利便性を高めるため教育方法を工夫し、社会人等のニーズに応え 

る。 

⑥－１ ディプロマ・ポリシーを明示し、それを踏まえた、適切な修了認定を行う。 

２ シラバスに明示した評価基準により、適切な評価を実施する。 

３ 成績優秀な学生の顕彰を行うとともに、修了年限を短縮する制度を活用する。 

 

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

①－１ 全学的視野に立ち、教育体制の充実を目指した適切な人員配置を行う。 

２ 学術研究院の特性を活かし、学長・理事の下、教養教育の企画立案等を担当する専任教 

員を配置するなど、教養教育から専門教育まで一貫した教育実施体制の再構築を行う。(大 

学院まで) 

３ 社会や時代の要請に対応するため、医学部医学科において、教育内容及び教育組織の見

直しを行う。 

②－１ FD 活動、学生による授業評価、学生からの意見調査を行い、教育方法を改善する。 

  ２ ベストティーチャーの表彰を行う。 

③ 学生と学長等との懇談会を実施するとともに、教員の学生指導や教員との意見交換にコース 

管理システム(Moodle)等を利用する。 

 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

① 学習上の悩みに対応するため、学習サポーターやピアサポーターを配置する。 

② 修学、精神的悩みやハラスメント等学生の相談に対応する。 

③ 就業力育成支援室を中心に、就職支援を行う。 

④ 学生に係る健康診断調査結果に基づき、カウンセリング等によるメンタルヘルスケアを行 

う。 

⑤ 平成２３年３月に発生した東日本大震災により授業料等の納付が困難となった学生に対し、 

経済的理由により修学を断念することがないよう、引き続き授業料免除等の経済的支援を行 

う。 

 

- 3 -



２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

①－１ 各研究分野において、研究者の自由な発想と課題設定に基づく多様な基礎研究を推進す 

る。 

２  研究戦略室を中心に、プロジェクト型研究を重点的に推進する。 

３ 生体調節研究所を中心に、内分泌・代謝学の共同研究課題を全国レベルで推進する等、 

共同利用・共同研究拠点事業を展開する。 

４ 未来先端研究機構において、本学の強みである重粒子線治療研究や内分泌代謝学研究を 

世界トップレベルで展開する。 

５ リサーチ・アドミニストレーター（URA）を配置し、外部資金獲得、学内プロジェクト 

研究構築、研究成果の発信等に向け研究支援業務の強化を図る。 

②－１ 県内外の大学との連携を推進する。 

２ 地方自治体及び外部組織との産学官連携のネットワークを活用した連携活動を推進す 

る。 

３ 産学連携・共同研究イノベーションセンターを中心として、企業等との共同研究を推進 

する。また、地方自治体が取り組む研究プロジェクトへ参画する。 

４ 学生及び教職員へ知的財産に対する意識啓発を行うとともに、大学の知的財産を活用し 

た産学官連携活動を推進する。 

 

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置 

①－１ 学術研究院を活用し、大学が策定した研究戦略に基づき、必要に応じて研究者、研究支 

援者等の適正配置を行う。 

２ 未来先端研究機構において海外機関との連携を強化し、グローバルレベルでの研究力の 

向上を図るため、国際共同研究を推進する。また、地域の未来医療を創生するビッグデー 

タ統合解析センターを整備する。 

②－１ 若手及び女性研究者の育成を目的として、研究及び海外派遣を支援する。 

   ２ 教育研究組織を活性化するため、テニュアトラック制度等を活用し、優秀な若手研究者 

を積極的に採用する。 

③ 共用スペースについて、プロジェクト型研究及び共同研究のための研究スペースの利用状況 

等を調査し、必要に応じて再配分、再配置するなど、有効活用を図る。 

 

３ その他の目標を達成するための措置 

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置  

①－１ 地域連携推進室を中心に、地域社会の再生・活性化を図るための各種事業（公開講座、 

各種体験教室、高大連携事業等）を実施する。 

２ 多文化共生教育・研究プロジェクト推進室において群馬県と連携し多文化共生推進士を 
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養成するとともに活用を推進する。 

３ 近隣の大学、地方自治体等との連携を強化し、地域で開催される事業等に参画する。 

②－１ 研究・産学連携戦略推進機構を中心に、地方自治体、地域の産業界及び金融機関等との 

協力関係を強化し、産学官金連携活動を推進する。 

２ 首都圏北部４大学（群馬大学、宇都宮大学、茨城大学、埼玉大学）による産学官連携活 

動を展開する。 

 

（２）国際化に関する目標を達成するための措置 

①－１  大学間協定の締結校を中心に海外からの交換留学生を対象とした教育プログラム及び本 

学学生の海外派遣のためのプログラムによる支援を行う。 

２ 留学生の実態について調査・分析を引き続き行い、その結果に基づいて支援を充実させ 

る。 

  ３ 国際化推進基本計画を広く周知するとともに、グローバル化する社会に対応するため、 

計画を着実に遂行する。 

② 教職員の海外派遣及び外国人研究者等の招聘等を行う。 

 

（３）附属病院に関する目標を達成するための措置 

①－１ 前年度に発覚した医療事故問題を踏まえ、医療安全管理体制の強化を図るとともに、診

療体制を抜本的に見直し適切な運営を行う。  

２ 医療の質・安全管理部を中心に、研修等を通じて知識・技術の向上を図るとともに、イ 

ンシデント情報を共有する。 

３ 感染対策関係研修を通じて、知識の向上を図るとともに、感染症情報の共有化を徹底す 

る。 

４ 患者支援センターを中心に、患者サービスを向上させる。 

５ 病院における医療の質を管理するための医療統計を引き続き公表する。 

② 重粒子線治療の効果的利用を目指した集学的治療法の開発研究及び医療機器等の研究開発を 

行う。 

③ 重粒子線がん治療について、引き続き他の医療機関や一般市民への周知を図る。 

④ 院内医師、医療系専門職員の専門能力の向上及び地域医療人の卒後教育のためにシミュレー 

タ教育を実施する。 

⑤－１  がん、肝疾患、エイズ、神経難病等疾患治療、災害医療の拠点病院として、公開講座等 

を開催し、地域の医療従事者・住民に対しての情報発信を行う。 

２ 連携病院と情報交換の会を開催することにより、地域医療の質を向上させるとともに、 

連携病院に対して医療情報を提供する。 

 

（４）附属学校に関する目標を達成するための措置 
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①－１ 教育学部と附属学校園との連携により、教育実習及び教職実践演習の体系化を推進する 

とともに、教育学研究科の教育課程にも積極的に協力する。 

２ 教員養成ＦＤセンターを中心に、学部教員研修プログラムを実施する。 

②－１ 教育学部と教育学研究科と共同で設置した学部・附属学校共同研究センターを拠点とし 

て、教育課題の共同研究を推進するとともに、学外に向けて研究成果を公開する。 

２  教育学部と附属学校園との連携をより一層強化するとともに、群馬県教育委員会等と連 

携し、地域の教育課題に対し、附属学校園の先導的・実験的な教育を推進する。 

③ 子ども総合サポートセンターを中心に、研修プログラムを提供するなど、地域の学校園に対 

する支援を行う。 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

①－１ 学長のリーダーシップの下、学術研究院から学部等へ適切、かつ、戦略的な人員の配置 

を行う。 

２ 教育、研究、診療、社会貢献、国際交流等の分野について重点とすべき内容を精選の 

上、教育研究組織等の見直しを行う。 

② 職員評価を実施するとともに、評価結果を給与等に反映させる。 

③－１ 運営費交付金、事業収入等のほか、競争的資金等も活用し適切な人員管理、人件費の運 

用を行う。 

２ 多様な人材を確保するため、人事・給与システムの弾力化に取り組む。特に、適切な業 

績評価体制を整備し、年俸制導入等に関する計画等に基づき促進する。 

３  40 歳未満の優秀な若手教員の活躍の場を全学的に拡大するため、若手教員の雇用に関す 

る計画に基づき、若手教員をテニュアトラックとして新たに２人採用する。 

 

２ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

業務内容の簡素・合理化を進めるなど、効率的な事務執行を行う。 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

①－１ 学内外にまたがる共同研究等により、外部研究資金獲得を目指す。 

２ 科学研究費補助金等各種外部研究資金の獲得のために、教職員に対する積極的な情報提 

供と支援を行う。 

３ 産学官連携による共同研究等を進める 

② 安定的かつ効率的な病院運営により、収入を確保するとともに、経費の削減に努める。 

 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 
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（１）人件費の削減に関する目標を達成するための措置 

 【実施済み】 

 

（２）人件費以外の経費の削減に関する目標を達成するための措置 

各種業務委託の点検などにより、引き続き管理的経費の抑制に努める。 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

自己点検・評価を実施するとともに、第三者評価等の結果を業務改善に反映させる。 

 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

教育、研究、社会貢献等の大学運営の状況について、積極的に公開する。 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

① 施設整備推進戦略に基づき、計画的に整備を行うとともに、施設の点検・評価に基づく有効活 

用を行う。 

② 設備マスタープランにより、計画的かつ継続的に教育研究等設備を整備するとともに、有効活

用を行う。 

③ 地球環境の保全に配慮し、多様な利用者が安全かつ快適に利用できるキャンパス整備を行う。 

 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

① 危機管理規則及び教職員安全衛生管理規則などに基づき、修学及び教育研究環境などの安全を確

保する。 

② 安全管理教育を徹底させるため、安全衛生講習会等を開催する。 

③ 群馬大学情報セキュリティポリシーを普及し、情報ネットワーク及びコンピュータシステムに関 

する危機管理対策を徹底する。 

 

３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

業務全般にわたるコンプライアンス推進体制を定期的に点検し、継続的にその見直しを図るとと 

もに、役員及び教職員への周知や研修を実施するなどにより法令遵守を徹底する。特に、研究活動に

おける不正防止、研究費等の適正な経理に係る取組みとして、決定・改正された「研究機関における

公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」及び「研究活動における不正行為への対応等

に関するガイドライン」に沿って整備した不正防止体制により、教職員等に対する啓発活動を行う等

の不正防止活動を行う。 
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Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

別紙参照 

 

Ⅶ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

３２億円   

 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入れる 

ことが想定されるため。 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

１ 重要な財産を譲渡する計画 

該当無し 

 

２  担保に供する計画 

附属病院の施設・設備の整備に必要となる経費の長期借入に伴い、本学附属病院の敷地及び建物 

について、担保に供する。 

 

Ⅸ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

 

Ⅹ その他 

１ 施設・設備に関する計画 

 

施設・設備の内容 予定額(百万

円)

財 源 

（上沖（附中））校舎改修 

（桐生宮内）学生寄宿舎

耐震改修 

小規模改修（営繕事業） 

総額 

   492 

施設整備費補助金(  447) 

 

船舶建造費補助金(  0) 

 

長期借入金   (    0) 

 

国立大学財務・経営ｾﾝﾀｰ 

施設費交付金   (   45) 

（注）金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や、老朽 
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度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。 

 

２ 人事に関する計画  

平成 27 年度の常勤職員数 1,671 人(役員を除く) 

また、任期付職員数の見込みを 20 人とする。 

平成 27 年度の人件費の総額見込み 18,462 百万円(退職手当は除く) 
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（別紙）予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

１．予　算

金　額

収入

　運営費交付金 12,017
　施設整備費補助金 322
　補助金等収入 518
　国立大学財務・経営センター施設費交付金 45
　自己収入 29,268
　　授業料、入学金及び検定料収入 3,575
　　附属病院収入 25,502
　　財産処分収入 0
　　雑収入 192
　産学連携等研究収入及び寄付金収入等 1,973
  引当金取崩 207
　長期借入金収入 0
  承継剰余金 0
  目的積立金取崩 1,133

45,482

支出

　業務費 40,043
　　教育研究経費 14,240
　　診療経費 25,804
　施設整備費 367
  補助金等 518
　産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 1,973
　長期借入金償還金 2,580
  国立大学財務・経営センター施設費納付金 0

45,482

 ［人件費の見積り］

　平成２７年度総額１８，４６２百万円を支出する。(退職手当は除く)

（うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額－百万円）

平成27年度　予算

(単位：百万円)  

区　分

計

計
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２．収支計画

金　額

費用の部

　経常費用 44,574
　　業務費 39,598
　　　教育研究経費 4,459
　　　診療経費 14,812
　　　受託研究費等 1,180
　　　役員人件費 94
　　　教員人件費 9,055
　　　職員人件費 9,998
　　一般管理費 270
　　財務費用 226
　　雑損 0
　　減価償却費 4,482
　臨時損失 0

収入の部

　経常収益 44,124
　　運営費交付金 11,757
　　授業料収益 2,507
　　入学金収益 472
　　検定料収益 101
　　附属病院収益 25,502
　　受託研究等収益 1,180
    補助金等収益 518
　　寄附金収益 713
　　財務収益 14
　　雑益 178
　　資産見返負債戻入 1,186
　臨時利益 0
純利益 -450
目的積立金取崩益 1,133
総利益 683

※損益が均衡しない理由

平成27年度　収支計画

(単位：百万円)  

区　分

　附属病院における借入金返済額（建物、診療機器等の整備のための借入金）
が、対応する固定資産の減価償却費よりも大きいため発生する会計上の観念的な
利益を計上している。
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金　額

資金支出 52,707
　業務活動による支出 39,230
　投資活動による支出 2,333
　財務活動による支出 2,580
　翌年度への繰越金 8,565

資金収入 52,707
　業務活動による収入 43,762
　　運営費交付金による収入 12,017
　　授業料及入学金検定料による収入 3,575
　　附属病院収入 25,502
　　受託研究等収入 1,180
    補助金等収入 518
　　寄附金収入 793
　　その他の収入 178
　投資活動による収入 367
　　施設費による収入 367
　　その他の収入 0
　財務活動による収入 14
　前年度よりの繰越金 8,565

３．資金計画

(単位：百万円)  

区　分

平成27年度　資金計画
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別表（学部の学科、研究科の専攻等）

教育学部 学校教育教員養成課程 ８８０人

社会情報学部 情報行動学科 ２２０人
情報社会科学科 ２２０人

医学部 医学科 ７１７人
（うち医師養成に係る分野７１７人）

保健学科 ６６０人

工学部 （昼間コース）
応用化学・生物化学科 １７０人
機械システム工学科 ７０人
生産システム工学科 ４０人
環境プロセス工学科 ４０人
社会環境デザイン工学科 ４０人
電気電子工学科 ７０人
情報工学科 ５０人
学科共通 ３０人

（夜間主コース）
生産システム工学科 ３０人

理工学部 化学・生物化学科 ４８０人
機械知能システム理工学科 ３３０人
環境創生理工学科 ２７０人
電子情報理工学科 ３６０人
学科共通 ３０人

（夜間主コース）
総合理工学科 ９０人

教育学研究科 教職リーダー専攻 ３２人
（うち専門職学位課程３２人）

障害児教育専攻 ６人
（うち修士課程 ６人）

教科教育実践専攻 ４０人
（うち修士課程 ４０人）

社会情報学研究科 社会情報学専攻 ２８人
（うち修士課程 ２８人）

医学系研究科 生命医科学専攻 ３０人
（うち修士課程 ３０人）

医科学専攻 ２２８人
（うち博士課程 ２２８人）

保健学研究科 保健学専攻 １３０人
うち修士課程 １００人

博士課程 ３０人
理工学府 理工学専攻 ７１７人

うち修士課程 ６００人
博士課程 １１７人

特別支援教育特別専攻科 重複障害教育専攻 １５人
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教育学部附属幼稚園 １４０人
学級数 ５

教育学部附属小学校 ６６０人
学級数 １８

教育学部附属中学校 ４８０人
学級数 １２

教育学部附属特別支援学校 ６０人
学級数 ９
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